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はじめに

厚生労働省が定めた「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

に基づき、本区職員のメンタルヘルス対策の基本指針を平成２４年

３月に「墨田区職員メンタルヘルス対策実施計画」として策定し、

その後の状況変化に対応して平成３０年４月に計画の改訂を行い、

前計画を策定しました。

本計画は、前計画の策定以降に生じた法令改正や社会状況、メン

タルヘルスを取り巻く環境等の変化を踏まえて、新たに改訂を行っ

たものです。

改訂に当たっては、現在、前計画に基づき実施しているメンタル

ヘルス対策が一定の効果はあったため、前計画からの継続性を担保

しつつ、特定の年代等にメンタルヘルス不調者が増加していること

から、それらの年代に重点をおいた内容としました。

主な変更点については、各統計の数値の更新や関係法令の改正の

ほか、国が積極的に推進する「働き方改革」に基づくワーク・ライ

フ・バランスの確保や長時間勤務対策の強化など、近年の社会情勢

等を反映したものとしています。

本計画は、発生予防に重点を置き、職員が働き続けられる職場づ

くりを推進するものとして策定していますので、計画本体は各職場

におけるメンタルヘルス不調者を出さない職場づくりのための指針、

また、資料編についてはハンドブックとして、活用していただけれ

ば幸いです。

令和５年４月



第１章 メンタルヘルスをめぐる現状と課題

１ 地方公務員をめぐる状況
地方公務員の長期病休者数は増加傾向であり、精神疾患系の病休者数の割合も増加し続けています。

令和３年度は、平成２３年度と比較して、長期病休者のうち、精神疾患系の病休者数は１．６倍と確

実に増えています。

なお、全職員のうち精神疾患系の長期病休者の割合の推移も上昇傾向であるが、全国の数値より墨

田区における割合の方が高くなっています。

＜表１ 地方公務員１０万人当たりの長期病休者の推移（３０日又は１か月以上の病気療養者数）＞（実人数・％）

地方公務員健康状況等の現況（令和４年１２月発行） 一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

※警察職員・消防職員及び教員を除く。

２ 墨田区職員の状況
(１) メンタルヘルス不調による病気休暇者数、病気休職者数（当年度休職者数）の推移

墨田区職員の精神疾患（以下「メンタルヘルス不調」という。）による病気休暇者数はグラフ１

－１のとおり平成３０年度以降増加傾向となっている一方、病気休職者数は平成３０年度に一旦減少

となり、再び増加となった令和２年度以降においても病気休暇者数より増加率は低くなっています。

＜グラフ１－１ メンタルヘルス不調による病気休暇者数、病気休職者数（当該年度休職者数）の推移＞（実人数）

(２) メンタルヘルス不調による病気休職者の休職期間別人数（当該年度休職開始者数）の推移

病気休職期間においては、グラフ１－２のとおり、近年、３か月～６か月未満の者が増加してい

ましたが、令和３年度では６か月以上～１年未満の者が最も多く、長期化する事例が増加していま

す。要因としては、病気休職者のうち、自主リハビリ又はならし勤務を予定どおり実施できず、復

職できない職員が一定数いることが考えられます。

年度 23年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

長期病休者 2,398.4 2,519.5 2,551.3 2,708.9 2,794.6 3,017.6

うち精神疾患系 1,176.1 1,409.3 1,472.5 1,643.9 1,713.3 1,903.3

精神疾患系の割合 49.0% 55.9% 57.7% 60.7% 61.3% 63.1%

調査対象職員に対する割合 - 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.9%

墨田区職員における割合 - 1.3% 1.7% 2.2% 2.3% 2.7%
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＜グラフ１－２ メンタルヘルス不調による病気休職者の休職期間別人数（当該年度休職開始者数）の推移＞ （人）（％）

(３) メンタルヘルス不調による病気休暇者の年代別推移

メンタルヘルス不調による病気休暇者の年代別推移では、グラフ２－１のとおり、近年、４０歳代

が最も多くなっています。また、最近では、３０歳未満の若年層が増加傾向となっています。３０歳

未満の若年層については、病気休暇取得の始期が採用年度及び最初の異動年度の早い時期に集中して

いることが多く、異動等に伴うストレスが影響していることが窺えます。

また、４０歳代については、病気休暇を複数回にわたって取得している職員が多く見受けられる他

に、昇任等職層の変更が影響しているケースが一定数存在しています。

＜グラフ２－１ 年代別のメンタルヘルス不調による病気休暇取得率の推移＞ （％）

(４) メンタルヘルス不調による病気休職者の年代別推移

メンタルヘルス不調による休職者の年代別推移においても、グラフ２－２のとおり、病気休暇者と

概ね同様の傾向となっており、３０歳未満と４０歳代の割合が上昇しています。また、病気休暇から

引き続き病気休職となる職員が一定数存在しています。

＜グラフ２－２ メンタルヘルス不調による病気休職者の年代別推移＞ （％）
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３ ストレスチェック制度の実績について
平成２７年１２月に改正労働安全衛生法が施行されたことに伴い、職員が自らのストレス状況を記入

したチェックシートや医師による面接指導を活用した自身のストレスへの気づき及びその対処の支援、

並びに組織分析を活用した職場環境の改善を通じて、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防

止することを目的に、新たにストレスチェック制度を導入しました。

(１) ストレスチェック結果の推移

表３－１は、平成２８年度から令和３年度までに実施したストレスチェックの実施結果です。回答

率は９４．４%～９７．１%と高い割合で推移しています。

(２) 年代別の高ストレス者の割合

表３－２は、ストレスチェックにおける高ストレス者の年代別割合です。４０～４９歳及び５０～

６０歳の年代が他の年代に比べ、高い割合になっています。

(３) 高ストレス者に対する医師による面接指導

表３－３は、ストレスチェックにおける高ストレス者に対する医師による面接指導の受診率です。

高ストレス者にはストレスチェックの結果を通知する際に面接案内を同封し、申出のあった者に対し

て医師面接を実施しています。申出がない者に対しては受診の勧奨を行っていますが、受診率は４～

５％で推移しています。

(４) 組織分析

表３－４は、本区における組織分析の実施結果です。組織分析は、職場の環境改善を行う上での資

料とすることを目的に実施しています。

仕事の負担では、本区は全国平均とほぼ同等となっている一方、職場の支援では、全国平均よりリ

スクが低い状態にあることから、結果として総合リスクは、全国平均と比較し、概ね良好な状況とな

っています。

（注）全国平均（厚生労働省基準）を１００とし、数字が大きい方がリスク増となる。

＜表３－１ ストレスチェック結果の推移＞ （人）

年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

調査対象数 2,368 2,322 2,327 2,309 2,445 2,465

回答数 2,236 2,237 2,241 2,241 2,375 2,392

回答率 94.4％ 96.3％ 96.3％ 97.1％ 97.1％ 97.0％

＜表３－２ 高ストレス者の年代別割合＞

年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

～29歳 10.4％ 8.4％ 10.6％ 9.4％ 9.0％ 11.8％

30～39歳 13.1％ 11.7％ 12.5％ 15.4％ 14.1％ 15.2％

40～49歳 15.1％ 15.9％ 14.9％ 15.4％ 16.8％ 15.7％

50～60歳 13.4％ 13.8％ 12.9％ 14.7％ 13.0％ 15.3％

＜表３－３ 高ストレス者に対する受診率＞

年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

受診率 4.6％ 4.9％ 3.1％ 4.6％ 5.0％ 3.6％

＜表３－４ 組織分析の実施結果＞

年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

仕事の負担 103 102 102 101 100 100

職場の支援 96 95 96 95 92 92

総合リスク 99 97 98 95 92 92

４



４ 長時間勤務に対する取組みについて
長時間にわたる時間外・休日勤務を行った職員については、勤務時間が長くなればなるほど、健康

障害のリスクが徐々に高まるほか、ストレスが関係する精神疾患の発症等の可能性もあることから、

本区では労働安全衛生法等を踏まえた長時間勤務対策に取り組んでいます。

(１) 年間長時間勤務者数

表４は、平成２７年度から令和３年度までの長時間勤務者数の調査結果です。

平成２９年度から平成３０年度にかけて一旦減少傾向となった長時間勤務者数ですが、新型コロナ

ウイルス感染症の対応等により令和元年度より増加傾向となっている。

(２) 働き方改革の取組

政府は平成２９年３月に「働き方改革実行計画」を決定し、ワーク・ライフ・バランスの確保や

長時間勤務の是正等について取り組むこととしました。その動きを受け、本区においても平成２９

年5月に「働き方改革推進本部」を設置し、全庁を挙げて取り組むこととしています。

具体的には、超過勤務時間の縮減、全庁一斉定時退庁日及び各部・各課設定の定時退庁日等の励

行、年次有給休暇の計画的使用の促進、「連続休暇取得強化期間」の実施、早出遅出勤務制度の活

用及び仕事と育児・不妊治療の両立支援に取り組んでいます。

(３) 産業医制度に係る法令改正への対応

令和元年４月に改正労働安全衛生規則が施行され、１月当たり８０時間を超える法定労働時間外

勤務を行った労働者について、産業医へ当該労働者の情報提供が義務化されました。このことを踏

まえ、本区においては、職員の希望の有無に関わらず、面接指導を実施する対象者を「１月当たり

８０時間を超える時間外勤務を行った職員」に改め、長時間勤務対策を強化しています。

５ 健康サポート事業の取組みについて
健康サポート事業では、長時間勤務対策としての面接指導等の実施、新規採用者への個別面接指導

の実施、メンタルヘルス相談体制の充実、臨床心理士によるカウンセリングの実施、イントラネット

掲示板を活用した啓発活動等の継続実施などにより、メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対応の

体制整備を図り、メンタルヘルス不調者の増加に歯止めがかかるように取り組んでいます。

障害者採用の新規採用職員に対しては、産業医による面接や職場巡察を実施するなど、所属と本人

が働きやすい環境について、支援を行っています。

保健師・看護師によるメンタルヘルスの相談件数は、表５－１のとおり平成３０年度以降、相談件

数は減少傾向ですが、保健師面接・相談業務の一部を事業場外部資源に委託したことや、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、電話相談等が増加したこと等があげられます。

庁内メンタルヘルス・カウンセリングの年間相談人数は、表５－２のとおり平成３０年度以降、減

少傾向ですが、事業場外部資源を活用したカウンセリングの実施など相談チャンネルが増加したこと

や、産業医面接を充実させたことにより相談者を移行したこと等があげられます。

表５－３は、産業医による復職面接等の実施件数です。休職者の復職支援と再発防止を目的に産業

医面接を実施しており、休職者の増加に伴って相談件数は増加してきていることがわかります。

＜表４ 長時間勤務者数＞ （人）

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

45～80時間未満/月 202 238 194 164 267 305 373

80～100時間以下/月 43 49 26 35 32 32 52

100時間超/月 50 36 43 10 18 25 39

合計 295 323 263 209 317 362 464

５



６ その他（職員への啓発活動）
ストレスチェック制度では、その結果に基づき、集計・分析を行い、職員の実情に即した心理的負

担を軽減するための措置を講じるよう努めるとともに、管理監督者向けの研修の実施等に活用するこ

とが望ましいとされており、本区においても講習会の実施等に取り組んでいます。

表６－１は、管理職向け講習会の実施状況です。講習会では、各所属の職場分析結果を踏まえ、改

善支援の指導を兼ねた講習が行われ、メンタルヘルスケアの結果を基にしたラインケア支援（職場改

善等）に役立てられています。

また、本区の職員育成基本方針では、働きやすい職場環境づくりとして、心の健康づくり、長期休

業者の職場復帰支援について、メンタルヘルス対策を講じるよう定めており、その一環として、職場

の環境改善や職場復帰の理解を深める教育研修に取り組んでいます。

表６－２は、平成２７年度から令和３年度までの職員課実施のメンタルヘルス関連研修実施結果で

す。新規採用職員から管理職員まで、節目ごとに職層に合わせた研修を実施し、セルフケア、ライン

ケアの支援に取り組んでいます。

（注）対象は部長・課長級職員

（注）－は未実施

＜表５－１ 保健師・看護師によるメンタルヘルス相談実績＞ （件）

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

面接・相談件数 562 540 461 722 527 394 263

＜表５－２ 庁内メンタルヘルス・カウンセリングの相談実績＞ （人・件）

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

初回相談人数 12 10 6 18 17 10 5

当該年度実人数 31 32 21 29 26 19 15

年間相談人数（延べ） 139 152 147 119 135 98 60

＜表５－３ 産業医による復職面接等＞ （件）

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

休職者（本人） 35 34 44 22 35 47 38

関係者 0 4 1 0 0 1 0

合計 35 38 45 22 35 48 38

＜表６－１ 管理職向け講習会の実施状況＞ （人）

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

対象人数 74 76 76 77 61 80 64

参加者 54 65 59 58 48 67 50

参加率 73.0％ 85.5％ 77.6％ 75.3％ 78.7％ 83.8％ 78.1％

＜表６－２ メンタルヘルス関連研修実施状況＞ （人）

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度

新人職員 41 43 52 65 75 － 69

係員級 70 80 43 43 44 51 62

係長級 53 42 70 101 95 77 83

管理職 － － － 66 － － 11
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７ これまでの取組結果と課題について
メンタルヘルス不調の発生予防と早期対応に重点を置き、職場からメンタルヘルス不調者を出さな

い仕組みづくりや職員、管理監督者及び健康管理スタッフが連携し、復職とその後の再発防止を図り

職員が安んじて公務に励むことのできる環境づくりを推進しています。

(１) これまでの取組結果

前計画（平成３０年度から令和４年度まで）の重点施策と、その取組み結果は以下のとおりです。

取組みの一部について達成できた年度もありますが、取組みの多くは達成に至りませんでした。

※１ 相談件数は、下記①から④までの合計とする。
① 保健師・看護師によるメンタルヘルス相談件数

② 臨床心理士によるカウンセリング件数

③ 高ストレス者に対する医師面接指導件数

④ ストレスチェック外部相談窓口利用件数

※２ 長期の病気休職は、休職期間が６か月以上を対象とする。

※３ 復職からの再発者は、当該年度内に休職と復職を繰り返す方を対象とする。

(２) 課題

① メンタルヘルス不調者への早期対応の取組み

職員を取り巻く環境が複雑かつ多様化していることに伴い、職員の負担が増大しメンタルヘル

ス不調による病気休暇者及び病気休職者は、依然、減らない状況が続いています。

また、一度休職に入ると復職まで長期間となる職員の割合が高いため、いかにして休職になる

こと及び休職期間の長期化を防げるかが重要です。

② 特定の年代の職員に係る対応の強化

近年の傾向として、若年層及び４０歳代の職員にメンタルヘルス不調者が多く、その要因につ

いては今後も検討する必要がありますが、新任期、異動期、昇任期など職場環境が大きく変わる

ことがメンタルヘルスに影響している可能性が高く、その時期の効果的な対応策が必要です。

＜重点施策の取組（年次計画表）＞

重点施策の取組内容
28年度 1年度 2年度 3年度

現状 計画 結果 計画 結果 計画 結果

相談体制を充実します。（相談件数延べ）※１ 704人 735人 675人 750人 506人 765人 334人

高ストレス者を減らします（率） 12.7％ 11.5％ 12.7％ 11.0％ 11.7％ 10.5％ 12.8％

メンタルヘルス不調による長期の病気休職者

を減らします（率）※２
0.43% 0.4% 0.8% 0.4% 1.4% 0.3% 1.3%

復職からの再発者をなくします。※3 0人 0人 0人 0人 2人 0人 1人
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第２章 計画の基本的な考え方

１ メンタルヘルス対策の基本的考え方
(１) メンタルヘルス不調者の発生予防と早期対応に努めます。

(２) 職員、管理監督者、健康管理スタッフ等が連携し、メンタルヘルス不調による病気休暇者及び病気

休職者の円滑な職場復帰を支援するとともに、その後の再発防止を図り、働き続けられる環境をつく

ります。

(３) メンタルヘルス不調者が３０歳未満及び４０歳代の職員に増加していることに鑑み、それらの年代

に重点を置いた取組みを実施します。

(４) メンタルヘルス対策を推進するにあたっては、職員、管理監督者及び健康管理スタッフ等が連携し、

事業場外部資源を最大限活用したネットワーク体制で進めていきます。

２ 計画の期間・目標
令和９年度までの計画を明確にし、「職員が健康で働き続けられる職場づくり」を目指します。

① 計画の期間

令和５年度から令和９年度までの５年間

② 計画の目標

目標１：特定の年代に係る対応の強化を図り、メンタルヘルス不調者の減少を目指します。

３０歳未満及び４０歳代の職員病気休暇取得率(※)を２．４５％以内とします。＊１

※職員病気休暇取得率＝病気休暇取得者／職員数とする。

目標２：メンタルヘルス不調者の早期発見に努め、「病気休職の長期化」を防ぎます。

長期病気休職者率(※)を０．３５％以内とします。＊２
※長期病気休職者は、休職期間が６か月以上の方を対象とする。

目標３：復職後のケアを充実させ、「再休職」をなくします。

復職からの再休職(※)をゼロにし、その状態を維持します。＊３
※当該年度内に休職と復職を繰り返す方を対象とする。

３ 用語の定義
(１) 管理監督者

所属の管理職及び係長（事業所の長及び係長に相当する主査を含む。）

(２) 健康管理スタッフ

産業医、保健師、看護師及び職員課健康福利担当の職員

(３) 人事スタッフ

健康管理スタッフと連携し、職員の病気休暇及び病気休職関係事務を行う職員課人事担当職員

(４) 事業場外部資源

専門医療機関、東京都職員共済組合、特別区職員互助組合及び外部委託業者等の組織外でメンタル

ヘルスの専門的支援を行う機関又は専門家等

(５) 長期の病気休暇（三次予防の支援対象）

原則として、引き続く３０日以上のメンタルヘルス不調に伴う病気休暇

◎現状と目標値
＊１：本区の令和３年度のメンタルヘルス不調による病気休暇取得率について、３０歳未満（３．５３

%）及び４０歳代（４．３６%）の職員が他の年代に比べ高いことから、それらの年代の病気休暇

取得率を、令和９年度までに全職員の病気休暇取得率（２．４５%）以内に低減することを目指し

ます。

＊２：本区の長期病気休職者率は、令和３年度に０．５３%であることから、毎年概ね０．１％程度の改

善を図り、令和９年度までに０．３５％以内に低減することを目指します。

＊３：療養者数の減少を図るには、復職に際する支援や再休職の予防が必要なことから、本区においても

三次予防を強化し、令和９年度までに再休職をゼロにし、その状態を維持することを目指します。
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４ 基本体系
メンタルヘルス対策は、厚生労働省の推奨する３つの予防対策と「労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針」に記載される４つのケア体系で推進していきます。

(１) ３つの予防対策

ア 一次予防（メンタルヘルス不調者の発生防止）

イ 二次予防（早期発見・早期対応）

ウ 三次予防（メンタルヘルス不調による長期の病気休暇者の円滑な職場復帰、病気休職者の復職

支援及び再発・再休職防止）

(２) ４つのケア体系

ア セルフケア（職員本人による）

イ ラインケア（管理監督者・職場などによる）

ウ 健康管理スタッフ等ケア（健康管理スタッフ・人事スタッフなどによる）

エ 事業場外部資源活用ケア（医療機関・メンタルヘルス専門機関などによる）

５ 重点施策
(１) 発生予防と早期対応の施策を中心に実施するとともに、特定の年代への対応を強化することで、メ

ンタルヘルス不調者を減らしていきます。

ア 全職員を対象にストレスチェックを行い、こころの健康状態を職員自身で把握するとともにメンタ

ルヘルス不調の気づきを促します。また、実施結果により不調が感じられ、希望する職員へは、医師

の面接等を行い、必要に応じた職務改善等の措置を図ります。

イ 職員自らがストレスに気づき、早期に対処できるようメンタルヘルスに関する情報を発信し、また

各種講演会・研修等を行います。

ウ メンタルヘルス不調に伴う病気休暇取得者に対して、本人の状況や希望を考慮し、なるべく早期に

健康管理スタッフ等が介入し、職場復帰に向けて支援を行うととともに、業務内容や業務量等につい

て復帰する職員と相談しながら、職場復帰しやすい環境の整備を図ります。

エ 新規採用職員や初回異動など職場環境が大きく変わった職員への個別面談を実施し、メンタルヘル

ス不調の早期発見に努め、継続的にフォローが必要な職員に対し、セルフケアとラインケアが効果的

に実施できるように支援を行います。

(２) 復職者に対するケアを充実させ、復職からの再休職をゼロにします。

具体的には、復職支援プログラムに沿って復職できるように管理監督者、健康管理スタッフ等が連

携し支援するとともに、復職後も定期的なサポートを行い、メンタルヘルス不調による再休職の防止

に努めます。

(３) 計画の進め方

メンタルヘルス対策は、厚生労働省が推奨する３つの予防対策と４つのケア体系で推進します。

６ 具体的な計画の体系
(１) 一次予防【メンタルヘルス不調者を出さない職場づくりのために】

① セルフケア【ストレスやメンタルヘルスについて、正しい理解をする】

ア ストレスを溜めない日常生活を心がけます。

（ｱ）健康診断やストレスチェックを受けて、自身の心身の健康状態を把握するよう努めます。

（ｲ）積極的にセルフケア講習・講座を受けます。

（ｳ）自身の心配事や悩み事などを抱え込まず、周囲の人や健康管理スタッフ（保健師、看護師等）

又は外部の相談窓口等に相談することを心がけます。

イ 職員互助会等が実施する福利厚生事業を活用するなど、ストレスを発散するよう努めます。

ウ 心身の状態を健康に保つため日ごろから趣味を広げ、適度な運動習慣を身につけます。

エ 長時間勤務とならないよう、自己の業務を見直し、生産性の高い仕事をするなど、働き方を変

える取組みを行います。

９



② ラインケア【職場環境等の把握と改善】

ア 管理監督者が中心となり、職場のストレスを軽減させる明るい職場づくり、素直な意見が言える、

相互に助け合える職場づくりを実践します。

イ 自らが、ラインケア向けの講習・講座で、正しい知識を学ぶよう努めます。

ウ メンタルヘルス不調の発生予防に向け、日ごろから一人ひとりの職員に目を向けるよう努めます。

エ 職員の労働時間を適切に管理するよう努めます。

オ 組織分析の結果に基づき、改善計画を立案・実施するなど、職場の環境改善に努めます。

カ 初回異動直後の職員に対して、業務の負荷を特に配慮するとともに、進め方等についても躊躇せ

ず、相談できる雰囲気を醸成し、フォロー体制の構築に努めます。

③ 健康管理スタッフケア【セルフケア、ラインケアが効果的に行われるための支援】

ア 希望する職員全員を対象にセルフチェックを実施し、必要な対応を図っていきます。

イ 職層別の研修や講演会等を実施していきます。

ウ メンタルヘルスに関する情報を定期的に提供していきます。

エ メンタルヘルス不調が多い年代に着目したケアを行います。

オ 定年引上げに伴い、高年齢者の心境の変化を踏まえたメンタルヘルスケアに努めます。

④ 事業場外部資源活用ケア【情報提供や助言、サービスの活用】

ア 外部資源を活用し、セルフケア研修・講演会を実施していきます。

イ 外部資源を活用し、外部に相談窓口を設置していきます。

ウ 外部資源を活用し、メンタルヘルスに関する情報を収集・提供していきます。

エ 外部資源を活用し、健康管理スタッフのスキルアップを図っていきます。

(２) 二次予防【メンタルヘルス不調者の早期発見と早期対応のために】

① セルフケア【ストレスへの気づきと自発的相談等】

ア 不調を感じたら先ず健康相談やカウンセリングを受けます。

イ 不調を感じたら所属長や同僚に相談します。

ウ 不調を感じたら無理をせず休養します。

エ 不調を感じたら医療機関を受診します。

② ラインケア【職員からの相談対応等】

ア 不調が疑われる職員への声かけ・相談対応を実践します。

イ 職員の変化に気づいたら話を聴く（傾聴）とともに健康相談や医療機関等の受診を促します。

ウ 「カウンセリング・マインド（人とのコミュニケーションを円滑にするための心構え）」を習得

するための講習・講座等を受講するよう努めます。

エ 長時間勤務職員への医師等の専門家へ早期につなぐなど適切なフォローに努めます。

オ 産業医の意見を尊重し、不調者又は職場全体に対して、ストレス要因を軽減するための就業上の

措置を適切に実践します。

③ 健康管理スタッフケア【セルフケア・ラインケアが効果的に行われるための支援】

ア 職員本人や管理監督者等への支援を行っていきます。

イ 相談体制を周知し利用促進を図っていきます。

ウ 事業場内外のメンタルヘルス・カウンセリングを効率的に運営していきます。

エ 長時間勤務職員への医師面談を実施していきます。

オ 産業医の意見に基づき、不調者又は職場全体に対して、ストレス要因を軽減するための就業上の

措置に関する相談・支援等を行います。

カ 人事異動など職場環境が大きく変わった職員へのケアを行います。

④ 事業場外部資源活用ケア【情報提供や助言、サービスの活用】

ア セルフケアを行えるように、外部の相談窓口・カウンセリングを案内します。

イ 管理監督者のためのラインケア支援相談窓口について、情報提供します。
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(３) 三次予防【病気休暇者の円滑な職場復帰、病気休職者の復職支援及び再発・再休職防止のために】

① セルフケア【療養の専念と職場復帰への準備】

ア 病気になったら、焦らず主治医の処方に従い休養・治療に専念します。

イ 自身の状況に応じて所属とは定期的に連絡を取り、近況を報告します。

ウ 症状がある程度回復したら、復職支援プログラムに沿って復職訓練します。

エ 自ら再発・再休職防止に努めます。

② ラインケア【安全で円滑な職場復帰支援と再発・再休職の予防】

ア 長期の病気休暇、病気休職中及び復職後の定期的な健康状況を把握するよう努めます。

イ 健康管理スタッフ等と連携し、職場復帰又は復職を支援します。

ウ 産業医の意見を尊重し、職場復帰又は復職を円滑に行うための就業上の措置を適切に実践しま

す。

エ 健康管理スタッフ等と連携し、再発・再休職防止のためのケアを行います。

③ 健康管理スタッフケア【事業主としての対応及び管理監督者等への支援活動】

ア 本人の状況に応じて、病気休暇者に対する早期の保健指導を実施していきます。

イ 長期の病気休暇者及び管理監督者に対し、産業医面談等の活用を周知しながら進めていきます。

ウ 休職手続、職場復帰訓練方法等を本人や管理監督者等に周知しながら進めていきます。

エ 職場や管理監督者と連携しながら職場復帰・復職をサポートしていきます。

オ 産業医の意見に基づき、所属に対して就業上の措置に関する相談・支援等を行います。

カ 職場や管理監督者と連携しながら再発・再休職防止支援を行っていきます。

④ 事業場外部資源活用ケア【外部資源の有効活用】

ア 職員、管理監督者及び健康管理スタッフを支援するツールとして活用していきます。

イ 外部資源が持つリワーク施設や再発防止のためのコンサルティング機能等を活用します。

重点施策の取り組み（年次計画表）

※１ 特定世代の病気休暇取得率を低減するにあたり以下のことを前提とする。

① 現状の取得率は３０歳未満及び４０歳代の職員の病気休暇取得率とする。

② 目標値である2．4５%は全職員の病気休暇取得率の数値とする。

※２ 長期の病気休職は、休職期間が６か月以上を対象とする。

※３ 復職からの再休職者は、当該年度内に休職と復職を繰り返す職員を対象とする。

重点施策の取組内容 現状（３年度末） ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

３０歳未満及び４０歳代職員の病気休

暇取得率を減らします。※１

病気休暇取得率

3.96％
３.70％ 3.50％ 3.25％ 3.00％ 2.45％

メンタルヘルス不調による長期の病気

休職を減らします。※２

病気休職率

0.53％
0.50％ 0.50％ 0.40％ 0.40％ 0.35％

復職からの再休職をなくし、その状態

を維持します。※３

復職者のうち

再休職した者

１人

１人 １人 ゼロ ゼロ ゼロ
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１２

計画の基本体系

 

      予防段階 

ケア体系 

一 次 予 防  

メンタルヘルス不調者の発生防止 

二 次 予 防 

メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対応 

三 次 予 防 

メンタルヘルス不調による長期の病気休暇者の円滑な職場復帰、病気

休職者の復職支援及び再発・再休職防止 

セルフケア 

【職員自らが行う活動】 

・健康への関心 

・ストレスへの気づき 

・ストレスへの対処 

・セルフケアの実行 

・自発的な相談 

・医師への受診･治療 

・治療の継続・療養 

・職場復帰・復職 

 

【Ⅰ－①】一次予防・セルフケア 

【ストレスやメンタルヘルスについて、正しい理解をする】 

ア ストレスを溜めない日常生活を心がけます。 

（ｱ) 健康診断やストレスチェックを受けて、自身の心身の健

康状態を把握するよう努めます。 

（ｲ) 積極的にセルフケア講習・講座を受けます。 

（ｳ) 自身の心配事や悩み事などを抱え込まず、周囲の人又は

健康管理スタッフ（保健師、看護師等）及び外部の相談窓

口等に相談することを心がけます。 

イ 職員互助会等が実施する福利厚生事業を活用するなど、ス

トレスを発散するよう努めます。 

ウ 心身の状態を健康に保つため日ごろから趣味を広げ、適度

な運動習慣を身につけます。 

エ 長時間勤務とならないよう、自己の業務を見直し、生産性

の高い仕事をするなど、働き方を変える取組を行います。 

【Ⅱ－①】二次予防・セルフケア 

【ストレスの気づきと自発的相談等】 

ア 不調を感じたら先ず健康相談やカウンセリングを受けま

す。 

イ 不調を感じたら所属長や同僚に相談します。 

ウ 不調を感じたら無理をせず休養します。 

エ 不調を感じたら医療機関を受診します。 

【Ⅲ－①】三次予防・セルフケア 

【療養の専念と職場復帰への準備】 

ア 病気になったら、焦らず主治医の処方に従い休養・治療に専念しま

す。 

イ 自身の状況に応じて所属とは定期的に連絡を取り、近況を報告し

ます。 

ウ 症状がある程度回復したら、復職支援プログラムに沿って復職訓

練します。 

エ 自ら再発・再休職防止に努めます。 

ラインケア 

【管理監督者が担う活動】 

・職場環境の把握と改善 

・職員からの相談対応 

・職場復帰支援 

・労働時間の管理 

 

 

【Ⅰ－②】一次予防・ラインケア 

【職場環境等の把握と改善】 

ア  管理監督者が中心となり、職場のストレスを軽減させる明

るい職場づくり、素直な意見が言える、相互に助け合える職

場づくりを実践します。 

イ 自らが、ラインケア向けの講習・講座で、正しい知識を学

ぶよう努めます。 

ウ メンタルヘルス不調の発生予防に向け、日ごろから一人ひ

とりの職員に目を向けるよう努めます。 

エ 職員の労働時間を適切に管理するよう努めます。 

オ 組織分析の結果に基づき、改善計画を立案・実施するなど、

職場の環境改善に努めます。 

カ 初回異動直後の職員に対して、業務の負荷を特に配慮する

とともに、進め方等についても躊躇せず、相談できる雰囲気

を醸成し、フォロー体制の構築に努めます。 

【Ⅱ－②】二次予防・ラインケア 

【職員からの相談対応等】 

ア 不調が疑われる職員への声かけ・相談対応を実践します。 

イ 職員の変化に気づいたら話を聴く（傾聴）とともに健康相

談や医療機関等の受診を促します。 

ウ 「カウンセリング・マインド」を習得するための講習・講

座等を受講するよう努めます。 

エ 長時間勤務職員への医師等の専門家へ早期につなぐなど

適切なフォローに努めます。 

オ 産業医の意見を尊重し、不調者又は職場全体に対して、ス

トレス要因を軽減するための就業上の措置を適切に実践し

ます。 

【Ⅲ－②】三次予防・ラインケア 

【安全で円滑な職場復帰支援と再発・再休職の予防】 

ア 長期の病気休暇及び病気休職中・復職後の定期的な健康状況を把

握するよう努めます。 

イ 健康管理スタッフ等と連携し、職場復帰又は復職を支援します。 

ウ 産業医の意見を尊重し、職場復帰又は復職を円滑に行うための就

業上の措置を適切に実践します。 

エ 健康管理スタッフ等と連携し、再発・再休職防止のためのケアを行

います。 

健康管理スタッフ等ケア 

【産業医・保健師などによる

セルフケア・ラインケアへの

支援活動】 

・教育・研修の企画、実施 

・情報の収集、提供 

・職員・管理監督者からの相

談対応 

 

 

【Ⅰ－③】一次予防・健康管理スタッフケア 

【セルフケア、ラインケアが効果的に行われるための支援】 

ア 希望する職員全員を対象にセルフチェックを実施し、必要

な対応を図っていきます。 

イ 職層別の研修や講演会等を実施していきます。 

ウ メンタルヘルスに関する情報を定期的に提供していきま

す。 

エ メンタルヘルス不調が多い年代に着目したケアを行いま

す。 

オ 定年引上げに伴い、高年齢者の心境の変化を踏まえたメン

タルヘルスケアに努めます。 

【Ⅱ－③】二次予防・健康管理スタッフケア 

【セルフケア・ラインケアが効果的に行われるための支援】 

ア 職員本人や管理監督者等への支援を行っていきます。 

イ 相談体制を周知し利用促進を図っていきます。 

ウ 事業場内外のメンタルヘルス・カウンセリングを効率的に 

運営していきます。 

エ 長時間勤務職員への医師面談を実施していきます。 

オ 産業医の意見を尊重し、不調者又は職場全体に対して、ス

トレス要因を軽減するための就業上の措置を適切に実践

します。 

カ 人事異動など職場環境が大きく変わった職員へのケアを 

行います。 

【Ⅲ－③】三次予防・健康管理スタッフケア 

【セルフケア、ラインケアが効果的に行われるための支援】 

ア 本人の状況に応じて、病気休暇者に対する早期の保健指導を実施

していきます。 

イ 長期の病気休暇者及び管理監督者に対し、産業医面談等の活用を

周知しながら進めていきます。 

ウ 休職手続及び職場復帰訓練方法等を本人や管理監督者等に周知し

ながら進めていきます。 

エ 職場や管理監督者と連携しながら職場復帰・復職をサポートして

いきます。 

オ 産業医の意見に基づき、所属に対して就業上の措置に関する相談・

支援等を行います。 

カ 職場や管理監督者と連携しながら再発・再休職防止を支援します。 

事業場外部資源活用ケア 

【医療機関等組織外のメン

タルヘルス専門機関よる支

援活動】 

・専門知識・情報の提供 

・職員・管理監督者からの相

談対応 

【Ⅰ－④】一次予防・事業場外資源活用ケア 

【情報提供や助言、サービスの有効活用】 

ア 外部資源を活用し、セルフケア研修・講演会を実施してい

きます。 

イ 外部資源を活用し、外部に相談窓口を設置していきます。 

ウ 外部資源を活用し、メンタルヘルスに関する情報を収集・

提供していきます。 

エ 外部資源を活用し、健康管理スタッフのスキルアップを図

っていきます。 

【Ⅱ－④】二次予防・事業場外資源活用ケア 

【情報提供や助言、サービスの活用】 

ア セルフケアを行えるように、外部の相談窓口・カウンセリ

ングを案内します。 

イ 管理監督者のためのラインケア支援相談窓口について、情

報提供します。 

【Ⅲ－④】三次予防・事業場外資源活用ケア 

【外部資源の有効活用】 

ア 職員、管理監督者、健康管理スタッフ等を支援するツールとして活

用していきます。 

イ 外部資源が持つリワーク施設や再発防止のためのコンサルティン

グ機能等を活用します。 



第３章 推進体制

メンタルヘルス対策は、「墨田区安全衛生管理者等設置規程」（昭和５２年４月１日付）に準拠

し総括安全衛生管理者・主任安全衛生管理者を中心として、健康管理スタッフ、人事スタッフ、管

理監督者等により推進します。

職場におけるメンタルヘルス推進の要は管理監督者のため、情報共有をしながら、事業場外部資

源も最大限活用し、健康管理スタッフ等が全面的に支援をしながら、職員及び職場に対して、助

言・支援できる体制を構築していきます。
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第４章 個人情報の保護

１ メンタルヘルス対策を推進するにあたっては、健康情報を含む職員の個人情報の保護に配慮する

ことが極めて重要であり、その取得、保管、利用等においては特に適切な取扱いを行う必要があり

ます。このため、健康情報を含む職員の個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法

律及び同法に基づくガイドライン等に基づいて適切に行うとともに、「職員の健康情報取扱方針」

に基づき、職員が個人情報をどの程度の範囲で、誰が取り扱っているかを把握できるようにします。

２ 個人情報を主治医等や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を明ら

かにして同意を得ることが必要です。

また、健康管理スタッフ等が、健康情報を含む職員の個人情報を医療機関等の第三者に提供する

場合は、原則、職員の同意を求めることとします。

３ メンタルヘルスに関する健康情報は、こうした実情を充分に理解し原則として本人の了解のもと、

情報を共有する範囲は安全配慮義務上必要最低限として、他の健康情報以上にプライバシーの保護

に努めるものです。

ただし、生命や健康の保護のため緊急かつ重要であると判断される場合は、職員の同意を得るこ

とに努めたうえで、必要な範囲で情報提供する場合もあることに留意します。

４ 心の病については、特別な人がかかるもの、意思が弱い人がかかるもの、一旦かかると治らない

ものなどの誤解や偏見があり、こうしたことがメンタルヘルス不調について相談することへの抵抗

感などにつながり、適切な対応を遅らせることがあります。

このため、メンタルヘルスに関するプライバシーの保護については、職員一人ひとりが正しい認

識を持ったうえで行動するよう啓発・周知に努めます。
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こころとからだの健康に関する法令・制度等（抜粋）

(1) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

「労働安全衛生法」では、第１条に目的として労働災害の防止に関する対策を推進することにより「職場に

おける労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること」を定めています。

健康診断は、労働者の健康状況を把握することで、適切な健康管理を行っていくとともに、職場の有害因子

を発見し、その改善を図るうえで労働衛生管理の基本となるものです。このため、事業者に健康診断の実施を

義務付けるとともに、労働者に対しても受診義務を課しています。（第66条第1項・第５項）

また、労働者の自主的な健康管理の取組を推進していくため、事業者は、健康診断の結果を考慮し、医師又

は保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。また、労働者は、この保健指導を利用して、

その健康保持に努めなければなりません。（第66条の７）

その他、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を実施し、検査結果が一

定の要件に該当する労働者からの申出に基づく医師による面接指導や、それによる医師の意見を勘案して必要

な場合に就業上の措置を講じること等について、事業者に義務を課しています。（第66条の10）

(2) 労働契約法（平成19年法律第128号）

労働契約法では、第１条に目的として、「合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにするこ

とを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資すること」と定めています。

第５条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが

できるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務（健康配慮義務）が

明らかにされています。これは危険物・有害物への対策のほか、メンタルヘルス対策も、使用者の安全配慮義

務に当然含まれると解釈されています。

(３) 自殺対策基本法（平成18年法律第85号）

「自殺対策基本法」では、自殺による死亡者数が高い水準で推移していることをうけ、「自殺の防止を図り、

あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき

る社会の実現に寄与すること」を目的としています。

国や地方公共団体、国民の責務等を明らかにし、事業主の責務を「国及び地方公共団体が実施する自殺対策

に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものと

する」と定めています。

自殺対策の推進にあたり、自殺の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施

すること、自殺の実態に即して精神保健的観点からのみならず実施すること、事前予防や発生後の事後対応等

各段階に応じて効果的に実施すること、国や地方公共団体、医療機関等と密接な連携が必要なこと、が規定さ

れています。

資料編

資料－１
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(４) 墨田区職員健康管理規則（昭和52年墨田区規則第22号）

「墨田区職員健康管理規則」は、第１条に「職員の福祉を増進するとともに、行政能率の向上を図ること」

を目的として定めています。この目的を推進していくため、職員は自己の健康保持に努めること、区長は健

康診断等を実施することとされています。また、健康管理従事者は、業務に関する知識と技術の向上に努め

るほか、個人情報を保護すること等について定められています。

平成28年の規則改正により、ストレスチェック（心理的な負担の程度を把握するための検査等）の実施に

関する規定が追加され、また、令和元年の規則改正により、産業医の指導や健康相談等の実施に関する規程

が新たに追加されました。

この規則は、職員の健康管理に関し必要な事項を定め、もって職員の福祉を増進するとともに、行政能率

の向上を図ることを目的としたものです。職員の健康管理については、法令に定めがあるもののほか、この

規則の定めるところによります。職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めな

ければなりません。また、健康管理従事者は、第１条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と

技術の向上に努めるとともに、その職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはなりません。

（規則第１条、第２条、第４条及び第５条より抜粋）

(５) ストレスチェック制度（平成28年度から実施）

平成27年の改正労働安全衛生法の施行により、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、ストレス

チェックの実施や医師による面接指導を義務づける制度が創設されました。これは、不調者への早期対応に

より、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組みで、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減

させるとともに、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させることを目的とし

ています。

●ストレスチェック制度とは

この制度は、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）、検査の結果一定の

要件に該当する労働者からの申出に基づく医師による面接指導、面接指導の結果に基づく医師の意見を踏まえ

て必要に応じて実施する就業上の措置、ストレスチェック結果の職場ごとの分析を適正かつ円滑に行うことを

目的とする一連の流れのことをいいます。

●ストレスチェックの役割

ストレスチェック制度は、特に労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を強化するため、１年に１回定期的

に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気

づきを促し、個々の労働者のストレスの低減を図るとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場にお

けるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレス要因そのものを低減しようとするも

のです。

さらにその中で、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメン

タルヘルス不調を未然に防止することを大きな役割としています。

したがって、ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の労働者を事業者が把握することを目的として

実施するものではありません。
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(６) 職員育成基本方針（令和４年４月改訂）

「職員育成基本方針」では、本区の職員育成の目標として４つの行動規範と職員像を示すとともに、職員育

成の取組の１つとして「働きやすい職場環境づくり」を掲げています。また、その一環として職員の健康管理

を推進するため、「生産性の高い職場づくり」と「メンタルヘルス対策」に取り組むことを定めています。

本計画は、こうした方針を具現化するものとして作成したものです。職員一人ひとりが「自分の健康は自分

で守る」を基本に健康管理能力の向上を目指すとともに、健康な職場づくりを進めていくため、「職員育成基

本方針」との整合を図っていきます。

●職員育成の目標

職員の行動規範として「フットワーク」「ヘッドワーク」「チームワーク」「ネットワーク」の４つを発揮

して、チャレンジする職員を、目指すべき職員像として次の「３つのＣ」を定めています。

① check：常に現場と社会情勢を知る。DXを含めた技術革新を知り、もっといい方法はないか探る。

② challenge：区政課題の解決のため新しい手法にも臆さずチャレンジする。区民や関係者と丁寧に調整する。

③ change：自身の業務を前より一歩でも良くする。職場の士気を前より一歩でも良くする。

 

＜ ストレスチェック制度の流れ ＞ 
 

区による方針の表明 

   
 

安全衛生委員会で調査審議 

   

職員に説明・情報提供   

   
 

ストレスチェックを実施   

  ※以下は努力義務 

   

ストレスチェックの結果を職員に直接通知 
※この他、相談窓口等についても情報提供 

 
 

ストレスチェックの結果を職場ごとに集団分析 

   

 
 

セルフケア 
※必要に応じ相談窓口利用 

 集団分析結果を区に提供 

    ＜面接指導の対象者＞   
 

面接指導の申出の勧奨 
 職場環境改善のために活用 

   

職員から区への面接指導の申出   

    ※申出を理由とする不利益取扱いの禁止   

区から医師へ面接指導実施の依頼   

 必要に応じて  

医師による面接指導の実施  相談機関、専門医への紹介   

   
 

医師から意見聴取   

   
 

必要に応じ就業上の措置の実施    

   

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討 

 

実
施
前 

ス
ト
レ
ス 

チ
ェ
ッ
ク 

面

接

指

導 

集
団
分
析 

※職員の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、 
勤務時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行う 

※面接指導結果を理由とする不利益取扱いの禁止 

全体の
評価 
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●働きやすい職場環境づくり

職員育成の基本である職員一人ひとりの主体的取組を醸成していくのは「職場」です。職員育成を意識した

職場環境づくりは、職員育成の上でも非常に重要であるため、次の４つの取組を職場全体で推進していくこと

としています。

① 健全でコミュニケーション良好な職場づくり

② 仕事と育児・介護が両立できる職場づくり

③ ワーク・ライフ・バランスの向上支援

④ 職員の健康管理

●職員の健康管理に関する取組

働きやすい職場環境づくりを進めるため、特に職員の健康管理については、次の取組を行うこととしています。

① 生産性の高い職場づくり

管理監督者は、職員の健康確保の責務があることに留意し、過重労働による健康被害を防止するため、職

員の勤務時間を把握し、より適切に管理することが求められます。長時間勤務とならないような業務のスリ

ム化、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進による業務の効率化、業務量の適切な管理、十分

な注意喚起等を行うことが必要です。また、個々の職員には、自己の業務を見直し、生産性の高い仕事をす

る、働き方の意識改革を行うことが、健康管理の上でも求められます。

従来の働き方を変える取組みを行い、公務能率をあげるために、誰もがいきいきと働ける職場環境を実現

します。

② メンタルヘルス対策

ア 心の健康づくり

心身の故障により長期の療養を余儀なくされる職員がいます。職員がこのような状態に陥ることは、

本人はもちろん、周囲の職員に与える影響も大きく、組織にとっても公務能率低下のリスクが高いといえ

ます。ストレスチェックの判定結果から、職員個人が自らの健康状況を把握してセルフケアに活用すると

ともに、管理監督者は、集団分析により判明した組織のストレス傾向を踏まえて職場環境の改善を図るこ

とで、職員のメンタルヘルス不調の未然防止に努めます。

イ 長期休業者の職場復帰支援

長期間休業していた職員の職場復帰にあたっては、本人と管理監督者、人事担当、健康管理スタッフ、

主治医等が連携して進めていきますが、復帰する職場の協力や配慮が不可欠となります。長期休業者が復

帰する職場の管理監督者は、復帰する職員を特別な存在として扱うのでなく、職場というチームの一員と

して受け入れ、業務内容や業務量等について復帰する職員や職場と相談しながら、職場復帰しやすい環境

の整備に努めます。

(7) 職員のモラル・ハラスメントの防止等に関する要綱（平成26年４月策定、令和４年４月改正）

「職員のモラル・ハラスメントの防止等に関する要綱」では、ハラスメントの影響として、職場の環境を

悪化させることや、ハラスメントを受けた人の職務の円滑な遂行を妨げることなどを挙げています。

ハラスメントを受けた人のほか、発生を見聞した者からの相談や対応に関する相談窓口を設置しているこ

とに加え、特別区人事委員会に対して相談等をすること等を定めています。

ハラスメントは、個人の尊厳を傷つける許されない行為です。ハラスメントは、受けた人や、周りの人た

ちに深刻な影響を及ぼし、仕事への意欲や自信を失わせたり、心身の健康を悪化させたりすることがありま

す。そのことは、職場環境や事業の効率を悪化させ、結果として区民サービスの低下や区政への信頼低下に

つながるおそれもあります。また、意図的な場合はもちろん、悪意がないつもりで発した言葉や行為がハラ

スメントとなる場合があることを、一人ひとりが社会人として認識し、自らを律していく必要があります。

職員のモラル・ハラスメントの防止等に関する要綱では、ハラスメントを「セクシュアル・ハラスメント」

「パワー・ハラスメント」「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」「その他のハラスメント」

の４つに区分し、それらを包括して「モラル・ハラスメント」と位置付けています。
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①「セクシュアル・ハラスメント」

性別や職制の上下を問わず、性的なことがらに係る言動（受けた者の性的指向又は性自認を問わない。）

により、受けた者及び周囲の者に不快感を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を

妨げたりすること。

②「パワー・ハラスメント」

職務上の地位、業務知識、人間関係等の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、個人の人

格や尊厳を侵害する言動により精神的・身体的苦痛を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円

滑な遂行を妨げること。

③「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」

職制の上下を問わず、妊娠・出産したことや不妊治療を受けること、妊娠、出産、不妊治療、育児又は介

護に関する制度・措置の利用に係る言動により、受けた者の勤務環境を害することで、職場環境を悪化させ、

及び職務の円滑な遂行を妨げたりすること。

④「その他のハラスメント」

言語や態度、身振りや文書等の方法を問わず、職務に直接関連しない、いやがらせ、強要等、個人の尊厳

を傷つける職員として不適切な行動により人間関係に悪影響を及ぼすことで、職場の環境を悪化させ、及び

職務の円滑な遂行を妨げること。

・相談窓口について

ハラスメントを受けた人のほか、発生を見聞した人からの相談や苦情等も受け付けます。

相談の受付は、面談・メール・電話・手紙等により行います。相談担当職員は必要に応じた連携の下、相談・

苦情等について事実関係等の調査や、必要に応じて当事者以外の関係者に対し聴き取り等も行い、適切な解決

を図ります。相談等は原則として複数の担当者で対応します。相談や苦情に際しては、個人のプライバシーや

秘密の保護に十分配慮して行います。また、申出をした者に不利益とならないよう十分な配慮をします。

●相談対応窓口

職員課人事主査、健康福利主査

人権同和・男女共同参画課 人権同和主査、男女共同参画主査

庶務課庶務・教職員主査

区長が必要と認める女性職員

職員団体が推薦する職員

●ハラスメント対応委員会

職員課長

人権同和・男女共同参画課長

総務課長

子ども施設課長

庶務課長

区長が必要と認める女性課長

その他上記相談対応窓口の職員

相談対応窓口は相談等があった場合、事実関係の確認、関係者への事情聴取等を行い、必要と認める場合は

ハラスメント対応委員会に対し、開催の要求及び対応の依頼を行います。
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(８) メンター制度（平成25年度策定）

「メンター制度」では、気軽に相談できる職場の「お兄さん」「お姉さん」のような存在（メンター）

を設けることで、職員間の意思疎通を活性化し、所属を挙げた新規採用職員の育成体制の確立を推進して

います。

「誰に相談すればいいかわからない」、「区職員としてどのように対処していくか」等、新規採用職員

が１人で悩みを抱え込む前に解決できるなど、メンタルヘルスマネジメントにも期待されています。

●メンター制度とは

本区では、これまで新規採用職員の育成を最重要課題の１つとして取り組んできました。しかし、新規採用

職員の中には仕事以外のことも含め、誰に相談すれば良いかが判らないなど、対応に迷っている事例が見られ

ます。

そこで、そのような場合に、区職員としてどのように対処していくか、気軽に相談できる、職場の「お兄さ

ん」「お姉さん」のような存在（以下「メンター」という。）を設けることで、職員間の意思疎通を活性化し、

最終的には所属を挙げた新規採用職員（以下「メンティー」という。）の育成体制の確立に向けて推進してい

くことを目指すものです。

なお、メンターの任期は、原則として、新規採用職員が１年目を終了するまでとします。

●メンターの役割

メンターは新規採用職員の気軽な相談役となるとともに、他の職員や部署へ“橋渡し”をする、｢コーディ

ネーター｣の役割を行います。ただし、メンターは必要以上に、サポートを受ける新規採用職員（メンティー）

の存在を背負い込んだり、プライバシーまでに立ち入る必要はありません。メンティーとは適切な距離をとり、

あくまでも“気軽な相談役・助言者”としての対応と、上司を含めた他の職員を巻き込んで、所属を挙げての

のメンティーの育成に向けた対応を行います。

●所属長・上司・他の先輩の役割

新規採用職員の育成は所属全体で行う原則を踏まえ、所属長や職員は新人育成をメンターのみに依存するこ

とがないよう、組織全体で対応するようお願いします。特に所属長は、メンターとメンティーの双方の様子に

常に配慮していただき、普段と異なる様子が見て取れる場合等は、声掛けなどにより状況の把握を行ってくだ

さい。

(９) 長時間勤務対策

●労働安全衛生法等による義務付け

令和元年４月に改正労働安全衛生法が施行され、第66条の8により、事業者には、労働者の週40時間を超

える労働（法定労働時間外勤務）が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、

本人の申出のもと、医師による面接指導を行わなければならないこととされました。また、事業者は、労働者

の労働時間の状況を把握し、記録・保存するとともに、労働者の健康状態を把握し、適切な措置を講じること

が義務付けられています。

なお、令和元年４月に改正労働安全衛生規則が施行され、法定労働時間外勤務が1月当たり80時間を超えた

労働者の氏名及びその労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供することが義務付けられました。
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●長時間勤務による健康障害のリスク

長時間にわたる時間外勤務を行った職員については、勤務時間が長くなればなるほど、健康障害のリスクが

徐々に高まり、脳・心臓疾患の発症との関連性が高いとの医学的知見が得られています。また、ストレスが関

係する精神疾患の発症等の可能性もあります。

産業医等による面接指導の制度は、これらの長時間労働に伴う健康障害を予防又は、早期発見をすることを

目的としています。

●区の長時間勤務対策の対象者

区では労働安全衛生法に基づき、産業医等による面接指導の制度を設けています。対象者は、１か月あたり

の時間外勤務時間（週休日の振替による勤務（超過勤務手当25／100が支給される場合に限る。）を含む。

以下同じ｡）が45時間以上の職員（長時間勤務職員）とし、所属を通して希望制で面接指導を行い、その事後

措置に努めるものとしています。

また、長時間勤務職員のうち１か月あたりの時間外勤務時間が３か月連続45時間以上の職員を対象に、健

康への影響を確認するため、自己診断チェックを実施し、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、同様に面接

指導を実施しています。

なお、時間外勤務時間が１か月あたり80時間を超える職員、及び２～６か月の平均が80時間を超える職員

がいる場合は、本人の希望の有無にかかわらず、医師又は保健師による面接指導を実施しています。

●区の長時間勤務職員への面接指導制度 実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 安全衛生委員会での調査・審議 
 
② 時間外勤務時間の算定による対象者 

（長時間勤務職員）の決定 
 
③ 所属長を通して面接の希望等調査及び 

自己診断チェックリスト配布 
 
④ 長時間勤務職員からの面接希望の申出 

(グループ C は申出によらない面接対象) 
 
⑤ 長時間勤務職員から自己診断チェック 

の提出（グループ B 及び C は提出義務） 
 
⑥ 保健師による面接指導の実施 
 
⑦ 保健師による面接指導の実施報告並びに 

グループ C の氏名及び超えた時間に関す 
る情報提供 

 
⑧ 医師（産業医等）による面接指導の実施 
 
⑨ 医師からの意見聴取 
 
⑩ 面接指導の結果（意見聴取の内容を含 
む）の記録作成 

 
⑪ 事後措置の実施 

 

⑩ 

 

② 

 

  

 

① 

⑪ 

⑨ 

⑦ ⑧ 

④ ③ ⑤ ⑥ 
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資料－２

「気づきのポイント事例集」

心の不調を抱えていると、仕事や生活上で「いつもと違う」変化が現れます。ラインによるケアで大切なのは、

管理監督者が「いつもと違う」部下に早く気づくことです。

「いつもと違う」という感じを持つのは、部下がそれまでに示してきた行動様式からズレた行動をするからで

す。それまで遅刻をしたことなどなかった部下が遅刻を繰り返したり、無断欠勤をしたりするようになった状態

です。速やかな気づきのためには、日頃から部下に関心を持って接しておき、いつもの行動様式を知り、良い人

間関係を築いておくことが必要です。

□ 遅刻、早退、欠勤が増える

□ 休みの連絡がない（無断欠勤がある）

□ 残業、休日出勤が不釣合いに増える

□ 表情に活気がなく、動作にも元気がない（あ

るいはその逆）

□ 不自然な言動が目立つ

□ ミスや事故が目立つ

□ 服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする

□ 報告や相談、職場での会話がなくなる（あ

るいはその逆）

□ 仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が

低下する

□ 業務の結果がなかなかでてこない

「いつもと違う」ことに気づいたら・・・

職員の言動や雰囲気が「いつもと違う」と感じたら、こころの不調のサインかもしれません。

管理監督者は、「いつもと違う」と感じた部下に声をかけ、話を聞きましょう。必要ならば相談窓口や医療機関

につなげてください。「いつもと違う」部下に気づき、早期に対応することは、心の健康問題の早期発見につな

がります。

部下が上司に相談しやすい環境や雰囲気を整え、日常的に会話や声掛けを行い、部下から相談しやすい職場環

境づくりに努めましょう。
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自分のストレスをチェックしてみましょう

ストレスって何？

ストレスとは、もともとは物体に力が加わったときに生ずる「ゆがみ、ひずみ」を示す言葉です。そこから、

生体にかかる外部からの刺激を「ストレッサー」、その刺激によって起こるさまざまな心身の反応を「ストレス

反応」と呼ぶようになりました。

ストレスは、日常生活上、不可避ではありますが、よい刺激として捉えてうまくコントロールできれば、能率

も上がり、日々を快適に過ごすことにもつながります。

ストレスが続くとどうなるの？

ストレスを受けると、心身はいったんショックを受けるものの、抵抗力を高めて対応します。しかし長引けば

次第に抵抗力は失われ、心身の状態は悪化していきます。

ストレスチェックをやってみましょう！

最近１ケ月のうちに思い当たるものに○をつけましょう。

 ストレスって何？                                   

 ストレスが続くとどうなるの？                             

 ストレスチェックをやってみましょう！                         

ストレス度自己チェック法

１ 家庭内でいろいろ問題があった 11 よくかぜをひくが、治りにくく長引く

２ 仕事において、多くの変化があった 12 日ごろから楽しみにしている趣味などがない

３ 前日の疲れがとれず、朝方から体がだるい 13 いつも実践している運動などがない

４ 頭がすっきりしなく、頭重感がある 14 気分が沈みがちで、憂うつである

５ 肩こりや背中、腰が痛くなることがある 15 些細なことに腹が立ち、イライラする

６ 食欲がなくなり、しだいに体重が減ってきた 16 仕事をやる気がなくなり、疲れやすい

７ 腹がはり、下痢や便秘を交互に繰り返す 17
人に会うのがおっくうで、なんでも面倒くさ

い

８ 目が疲れたり、めまいや立ちくらみがある 18 寝つきが悪く、夢を見ることが多い

９ 急に息苦しくなったり、胸が痛くなる 19 朝、気持ちよく起きられずに。気分が悪い

10 手足が冷たく感じたり、汗をかきやすい 20 医者の診察を受けたら気のせいだといわれた

※出典 地方公務員安全衛生推進協会「上手なセルフケアの秘訣」初台関谷クリニック式ストレス度自己チェック

 ≪ 結果について ≫ 

○の数が６～10個…ストレス予備状態

⇒ストレスの蓄積が心配です。

上手にストレスの解消を。

○の数が５個以下…正常範囲

⇒特に心配はありません。

○の数が11～15個…ストレス状態

⇒休養が必要です。

相談窓口へ相談を。

○の数が16個以上…ストレス重度

⇒早期の対応が必要です。

相談窓口へ相談を。

ストレスサインに気づいたら、早めのセルフケアが大切です！
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病気休暇と病気休職の違いについて

傷病により執務を離れて療養が必要な職員には、病気休暇の制度があります。

病気休暇の期限を経過して引き続き療養のため執務できない状況にある場合は、任用者である区判断により、

分限処分としての｢休職｣が発令されることがあります。

病気休暇は本人の申請に基づく休暇制度である一方、病気休職は本人の意に反する不利益な処分です。

これらの制度の趣旨は、区職員として職務に専念する義務を前提とした任用をされている中で、傷病等やむ

を得ない事情により職務から離れ療養に専念し、治癒によって区職員としての通常に執務ができることを目的

としたものです。

資料－３

病気休暇（休暇制度） 病気休職（分限処分）

意義

病気休暇とは、職員が負傷又は疾病のために勤務でき

ないこと。ただし、所属長がその事実を客観的に確認

できることが必要。

病気休暇の期限を経過して引き続き療養のため執務でき

ない状況にある場合、任用者である区の判断により行わ

れる発令行為。

制度内容

負傷又は疾病のために勤務し得ない職員に対し、治療

に専念させる目的で、勤務することを免除する制度。

職員が心身の故障により長期の休養を要する場合に、期

間を定めて行う分限処分。休職者は、職員としての身分

を保有するが、職務には従事しない。

根拠規定

勤務時間条例第１４条において、任命権者は、職員が

疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合における休暇と

して、病気休暇を承認するものとしている。病気休暇

に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の

承認を得て、墨田区規則で定める。

（地方公務員法第２４条第５項では、職員の給与、勤

務時間その他の勤務条件は条例で定めるとしてい

る。）

職員が、心身の故障のため、長期の休養を要する場合 、

その意に反してこれを休職することができる。

（地方公務員法第２８条第２項第１号）

期間

療養のため勤務しないことがやむをえないと認められ

る必要最小限の期間。通算して９０日間を限度とする。

（週休日、休日等を含む）

３年を超えない範囲内において休職を要する期間。（週

休日、休日等を含む）

年次有給

休暇

病気休暇・病気休職の期間中も４月１日に２０日付与される。

病気休暇等の期間があっても、前年度（繰越される休暇を与えられた年の前年度をいう。新規採用職員について

は、採用された年度とする。）の勤務を要する日の総日数の８割以上勤務していれば繰越できる。

給与等

給与は減額なし。 給与は、休職の期間が満１年に達するまでは、給料・扶

養手当・地域手当・住居手当の１００分の８０が支給さ

れる。

２年目以降は無給となるが、共済組合から最大２年間傷

病手当金（通常の給与の約６割）が支給される。

期末手当は減額なし。 期末手当は休職期間の２分の１を在職期間とみなすため

減額あり。

勤勉手当は最大で７日未満の病気休暇で１０割を支給、

最小で９０日の病気休暇で３割を支給される。

勤勉手当は原則支給なし。

退職手当は減額なし。 退職手当は休職期間の２分の１を在職期間として通算す

るため減額あり。

復職

申請期間経過後に復職する場合は手続の必要はない。

ただし、復職後に勤務軽減を申請する場合には、医師

の診断書に基づき、事前に職務免除申請を行わなけれ

ばならない。

対象は引き続く３０日以上の病気休暇の期間が終了し

復帰した職員で、復帰の日から引き続く１月以内の必

要な期間。

付与方法：１時間単位とし、１日につき２時間以内の

必要な時間とする。

ならし勤務の状況、所属長の判断、主治医の診断、指定

医師の診断、産業医の意見等を総合的に審査して、職員

としての通常勤務が可能と判断されたとき。
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休 暇 申 請 書  

     

     

所  属     課 

氏  名                印 

職員番号 

 

休 暇 種 別 病休（全日）   

休 暇 分 類  累計／取得可能日数  

期   間   年  月  日   ～   年  月  日 期 間 日 数   日 

時   間 時  分 ～   時  分 取 得 時 間 数  時間 

 年  月  日   

 

病 休 事 由 

期間と理由 
   

 

添 付 資 料 診断書  ※ 申請は週休日を含めて１ヶ月以内であること   

 

補  足 

 
１ 所属長承認後、診断書（原本）を病気休暇の承認画面（印刷のボタンをクリックし、アドビリーダで表示した画面）の印刷した 
用紙（押印等不要）とともに職員課人事担当に送付してください。なお、短期（週休日等を含めて３日まで）の場合で日付のある 
病院の領収書、薬袋等で診断書にかえるときは、印刷した用紙の余白に所属長の当該職員は疾病等のため勤務が困難である旨の記 
入及び所属長の押印が必要です。 （所属長が勤務が困難であるか判定できないときは、診断書の提出が必要です。） ２ 申請は 
週休日を含めて１ヶ月以内です。診断書に療養等が１ヶ月以上必要との記載がある場合は、初回の申請時に原本を添付し、２回目 
以降は診断書のコピーを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      殿 

 

  年  月  日  提出 
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資料－４

２７

病気休職から復職の流れ 

  

 

        病気休暇の期限を経過して引き続き療養が必要な場合は、所属部長を通じ、総務部長 

に休職の申出を行います。指定医師の診断により休職が決定されます。 

        主治医の指示に従い、焦らず、治療に専念しましょう。必要に応じて、本人と所属で 

連絡を取り合います。 

        本人が休職中に安心して療養に専念できるよう、サポートします。 

 

       （休職の更新） 

職員の休職期間が３年に満たない場合において、当該休職期間が満了しても、なお心 

身の故障があると認めるときは、休職した日から引き続き３年を超えない範囲におい 

て休職期間を更新することができます。 

 

 

 

通常の勤務に就くことが可能な状態になってきたら、本人の要望に基づき、主治医の 

承諾、所属長の判断を得た上で、職員の責任において円滑な復職に向けた訓練登庁を 

行います。 

 

訓練登庁は（１）自主リハビリ、（２）ならし勤務の段階を踏み、概ね４か月程度で 

行います。 

（１）自主リハビリ 

     概ね１か月程度の期間行う、休職者本人による自主的な訓練です。勤務先への円滑 

な出退勤の訓練をしながら職場へ顔を出し、復職に向けた生活リズムの維持を行っ 

ていきます。具体的には「生活記録表」により、起床時間やリワーク状況を記録し 

ながら進めていきます。 

（２）ならし勤務 

     通常３か月を原則に行う、本格的な訓練登庁です。 

     主治医による診断・所属長の意見・産業医との面談により、自主リハビリにより復職 

に向けた方向性がついた段階で開始します。 

     標準的なケースとして、週２回程度若しくは毎日の勤務庁への短時間の訓練登庁など

から始め、復職１か月前の期間はフルタイムの訓練登庁を行います。所属長の指示に

従い、所定のプログラムに従って訓練を行い、その履行状況を復職の判定材料の一つ

とします。 

 

 

 

ならし勤務プログラムが順調に履行され、主治医の診断・所属長の意見が復職可とする

場合は、産業医面談を経て職員としての通常勤務が可能とされたとき、区で復職可否の

判断をします。 

 

 

 

       相談窓口等を活用して安心して働けるよう、職員課健康福利担当の保健師等がフォロー

します。期間を定め、本人や管理監督者の意見を聴きながら産業医の面談を行い、再発

防止に努めます。 

１ 休職 

２ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 

３ 最終的な職場復帰の決定 

４ 職場復帰後のフォローアップ 

【様式】 

□休職依頼 

□休職願 

□承諾書 

□休職調書 

□診断書 

（更新時も同様） 

【参考】 

ならし勤務 

プログラム 

【様式】 

□復職依頼 

□復職願 

□承諾書 

□診断書 

【参考】 

相談窓口 

のご案内 



○○墨○○第○○○号

年 月 日

総 務 部 長 様

○○部長

病気休職（更新）の手続きについて（依頼）

このことについて、下記の者から休職（更新）の申し出があったので、事務

処理方依頼します。

記

１ 休職の申出者 所属 ○○部○○課

職層 主 事

氏名 ○○○○

２ 病名

３ 添付書類

(1)休職願

(2)承諾書

(3)休職調書

(4)医師の診断書

休 職 願

墨 田 区 長 様

私は、（ ）のため長期の休養を

いたしたいので、休職にされたくお願いいたします。

年 月 日

所 属

職・氏名

２
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承 諾 書

総 務 部 長 様

私に係る病気休職の件につき、診療に係る診断書等の文書の請求、受領を

承諾します。あわせて係る診療情報を開示することに同意します。

年 月 日

所 属

職

氏 名

承 諾 書

病院

院 長 様

私に係る病気休職の件につき、診療に係る診断書等の文書の請求、受領を

墨田区長（墨田区長の補助機関である総務部職員課人事担当職員）が行う

ことを承諾します。あわせて係る診療情報を開示することに同意します。

年 月 日

所 属

住 所

氏名（自署） ㊞

生年月日

２
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ならし勤務について

ならし勤務は、休職中に行われるため無手当（通勤）・無労災となります。本人にもこの

点を説明していただければと思います。

１ ならし勤務について

「ならし勤務」は休職期間中の復帰訓練として行うものです。休職期間満了までに通

常の７時間４５分の勤務が継続して可能かどうかを判断します。「ならし勤務」期間中

に通常勤務に耐えられるよう生活の改善を行うよう指導し、特に出退勤については休職

期間中であっても服務の乱れにつながることのないよう、十分留意してください。

ただし、あくまでも休職期間中であるので職務として事務を行うものではなく、仕事

の結果については他の職員が点検し、点検した職員が責任をもつ必要があります。

２ 「ならし勤務」中の報告について

⑴ 勤務成果報告書

毎日、本人が記入する。

⑵ 事務処理能力評価表

勤務状況や勤務成績報告書を参考に１週間ごとに所属課長が記入する。

※ それぞれの報告書とも記入後、所属で供覧し、職員課人事担当へ送付してください。

（１週間分まとめて送付願います。）

３ スケジュール

「ならし勤務」のスケジュールは別紙のとおりです。

通院等やむを得ず勤務できない場合は、あらかじめ所属に承諾を得るものとします。

（通院スケジュールは事前に所属に報告させる。）

４ 復職の条件

次の条件を満たしていることが必要です。「事務処理能力評価表」の記入の参考にして

ください。

⑴ 病状が安定していて、再発のおそれが少ないこと

⑵ 仕事に対する意欲がみられること

⑶ 職務を行うため、持続力、集中力及び体力があること

⑷ 必要な程度に、対人関係能力が改善されていること

⑸ 家庭や職場での生活リズムが確立していること

⑹ 再発防止のため、通院や服薬が遵守できること

３
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ならし勤務予定表（例２）

１月目

２月目

３月目

日 月 火 水 木 金 土 

     
1 

8:30～10:30 
2 
 

3 
 

4 
8:30～10:30 

5 
8:30～10:30 

6 
8:30～10:30 

7 
8:30～10:30 

8 
8:30～10:30 

9 
 

10 
 

11 
8:30～10:30 

12 
8:30～10:30 

13 
8:30～10:30 

14 
8:30～10:30 

15 
8:30～10:30 

16 
 

17 
 

18 
8:30～12:00 

19 
8:30～12:00 

20 
8:30～12:00 

21 
8:30～12:00 

22 
8:30～12:00 

23 
 

24 
 

25 
8:30～12:00 

26 
8:30～12:00 

27 
8:30～12:00 

28 
8:30～12:00 

29 
8:30～12:00 

30 
 

31 
 

      

 

日 月 火 水 木 金 土 

 
1 

8:30～12:00 
2 

8:30～12:00 
3 

8:30～12:00 
4 

8:30～12:00 
5 

8:30～12:00 
6 
 

7 
 

8 
8:30～15:00 

9 
8:30～15:00 

10 
8:30～15:00 

11 
8:30～15:00 

12 
8:30～15:00 

13 
 

14 
 

15 
8:30～15:00 

16 
8:30～15:00 

17 
8:30～15:00 

18 
8:30～15:00 

19 
8:30～15:00 

20 
 

21 
 

22 
8:30～15:00 

23 
8:30～15:00 

24 
8:30～15:00 

25 
8:30～15:00 

26 
8:30～15:00 

27 
 

28 
 

29 
8:30～17:15 

30 
8:30～17:15 

    

 

日 月 火 水 木 金 土 

   
1 

8:30～17:15 
2 

8:30～17:15 
3 

8:30～17:15 
4 
 

5 
 

6 
8:30～17:15 

7 
8:30～17:15 

8 
8:30～17:15 

9 
8:30～17:15 

10 
8:30～17:15 

11 
 

12 
 

13 
8:30～17:15 

14 
8:30～17:15 

15 
産業医面談 

16 
8:30～17:15 

17 
8:30～17:15 

18 
 

19 
 

20 
8:30～17:15 

21 
8:30～17:15 

22 
8:30～17:15 

23 
8:30～17:15 

24 
8:30～17:15 

25 
 

26 
 

27 
8:30～17:15 

28 
8:30～17:15 

29 
8:30～17:15 

30 
8:30～17:15 

31 
8:30～17:15 

 

 

ならし勤務予定表（例１）

１月目

２月目

３月目

日 月 火 水 木 金 土 

     
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
8:30～12:00 

6 
 

7 
8:30～12:00 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
8:30～12:00 

13 
 

14 
8:30～12:00 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
8:30～12:00 

19 
 

20 
8:30～12:00 

21 
 

22 
8:30～12:00 

23 
 

24 
 

25 
8:30～12:00 

26 
 

27 
8:30～12:00 

28 
 

29 
8:30～12:00 

30 
 

31 
 

      

 

日 月 火 水 木 金 土 

 
1 

8:30～15:00 
2 
 

3 
8:30～15:00 

4 
 

5 
8:30～15:00 

6 
 

7 
 

8 
8:30～15:00 

9 
 

10 
8:30～15:00 

11 
 

12 
8:30～15:00 

13 
 

14 
 

15 
8:30～15:00 

16 
8:30～15:00 

17 
 

18 
8:30～15:00 

19 
8:30～15:00 

20 
 

21 
 

22 
8:30～15:00 

23 
8:30～15:00 

24 
 

25 
8:30～15:00 

26 
8:30～15:00 

27 
 

28 
 

29 
8:30～17:15 

30 
8:30～17:15 

    

 

日 月 火 水 木 金 土 

   
1 
 

2 
8:30～17:15 

3 
8:30～17:15 

4 
 

5 
 

6 
8:30～17:15 

7 
8:30～17:15 

8 
 

9 
8:30～17:15 

10 
8:30～17:15 

11 
 

12 
 

13 
8:30～17:15 

14 
8:30～17:15 

15 
産業医面談 

16 
8:30～17:15 

17 
8:30～17:15 

18 
 

19 
 

20 
8:30～17:15 

21 
8:30～17:15 

22 
8:30～17:15 

23 
8:30～17:15 

24 
8:30～17:15 

25 
 

26 
 

27 
8:30～17:15 

28 
8:30～17:15 

29 
8:30～17:15 

30 
8:30～17:15 

31 
8:30～17:15 

 

 

３
２



◎ 協 調 性

１ 打ち合わせ等において、自分の考えや伝えたいことを、必要に応じ伝えることができ、

かつ他の職員との交流においても積極的にできた。

２ 自分の考えや伝えたいことを、必要に応じ相手に伝えることはできたが、他の職員と

の交流については必要最小限の会話しかしなかった。

３ サポートがあれば、自分の考えや伝えたいことを、必要に応じ伝えることができるが、

他の職員との交流については、話しかけられれば返答する程度であった。

４ 自分の考えや伝えたいことがうまく伝えられず、他の職員との交流も仕事を与える上

司や先輩職員のみであった。

◎ 接 客 態 度

１ 電話や窓口等でトラブルを起こすことなく、一人で適宜対応することができた。

２ 電話や窓口等に出ることはできたが、サポートなしでは不安に感じる。

３ 電話や窓口等に出ようとする意志はあったが、現時点では不安に感じる。

４ 電話や窓口等で応対するのは苦手だが、努力すればこなすことができる。

５ 電話や窓口等で応対するのは苦手であり、自分にはむずかしいと思う。

意見・感想・報告事項等を記入してください。

所   属 職  員  課 

主 査 課 長 担 当 主 査 課 長 

     

 

勤務成果報告書

氏 名

月 日（ ） 出勤時間 時 分

退庁時間 時 分

※ 該当する番号に○をつけてください。□欄には記入してください。

◎ 事 務 内 容（できるだけ具体的に）

◎ 服 務 態 度

１ 必要な時以外は退席しないで、与えられた課題に取り組むことができた。また課題も、

正確に、丁寧に、問題のない早さで仕上げることができた。

２ 必要な時以外は退席しないで、与えられた課題に取り組むことができたが、取り組ん

でいる最中に集中力に欠けることがあった。課題はほぼ問題なく仕上げることができた。

３ 退席することが多く、課題に集中して取り組むことができなかった。課題を仕上げる

ことはできたが、時間がかかり正確さや丁寧さに問題があった。

４ 退席することが多く、居所を伝えなかったことがある。また指示された課題も時間が

かかり仕上げることができなかった。

３
３



復 職 願

墨 田 区 長 様

私は、（ ）のため休職を命ぜら

れておりますが、復職にされたく、お願いいたします。

年 月 日

所 属

職・氏名

○○墨○○第○○○号

年 月 日

総 務 部 長 様

○ ○部長

病気休職者の復職の手続きについて（依頼）

このことについて、下記の者から復職の申し出があったので、事務処理方依

頼します。

記

１ 復職の申出者 所属 ○○部○○課

職層 主 事

氏名 ○○○○

２ 病名

３ 添付書類

（１）復職願

（２）承諾書

（３）医師の診断書

３
４



メンタルヘルス対策の経緯資料－５

墨田区メンタルヘルス対策実施計画改訂の経緯

平成27年

３月 墨田区メンタルヘルス対策実施計画改訂

※前々計画

平成29年

４月 改訂版策定の担当内作業の検討開始

１２月 安全衛生委員会に改訂作業日程を報告

平成30年

１月 安全衛生委員会に前計画の実施状況及び

改訂版計画（素案）を報告・意見聴取

3月 安全衛生委員会で改訂版計画（案）の審議・意見集約

区長決定※前計画

令和４年

７月 安全衛生委員会にメンタルヘルスをめぐる現状と要因分析

を報告及び課題、改訂方向性の審議・意見聴取

９月 安全衛生委員会に改訂版計画の骨子を報告・意見聴取

11月 安全衛生委員会で改訂版計画（案）の審議・意見集約

令和４年度墨田区安全衛生委員会委員 令和４年度保健所衛生委員会委員

委 員 長 委 員 長

総務部職員課長 保健衛生担当保健計画課長

委 員 委 員

区民部窓口課長 保健衛生担当保健予防課長

産業観光部経営支援課長 保健衛生担当保健計画課主査

福祉保健部厚生課長 保健衛生担当生活衛生課主査

子ども・子育て支援部子育て支援課長

都市整備部道路公園課長

区民部窓口課主査

区民部国保年金課主任

福祉保健部生活福祉課主査
福祉保健部厚生課主任
子ども・子育て支援部子育て支援課主任

八広認定こども園主査

産 業 医 産 業 医

保健衛生担当保健予防課医務主査 保健衛生担当保健予防課医務主査

資料－６

３５

国等（厚生労働省等）によるメンタルヘルス対策 墨田区におけるメンタルヘルス対策

昭 和

59年 ２月 過労自殺が初めて労災として認定される

63年 ９月 旧労働省が「健康保持増進のための指針」公表

平 成

７年 旧労働省「作業関連疾患（ストレス）」の調査研究を開始

12年 ３月 過労自殺に関する最高裁判決（電通事件）

８月 「メンタルヘルスケアに関する指針」を公表

14年 ３月 「職場における自殺の予防と対応」を公表

16年 10月 「職場復帰支援の手引き」を公表 ５月 臨床心理士によるメンタルヘルスカウンセリング開始（月３回）

18年 ３月 「新指針（労働者の心の健康の保持増進のための指針）」を公表

４月 改正労働安全衛生法施行（長時間労働者への面接指導の実施等）

10月 自殺対策基本法施行 10月 職員課に看護師（非常勤）を設置し、健康相談業務を強化

19年 ４月 職員課に保健師を設置

ＥＡＰ（職員支援プログラム）を導入

（職員へのストレスチェックと職場分析、管理監督者研修の開催など）

20年 ３月 労働契約法施行（安全配慮義務を明文化）

10月 各都道府県に「メンタルヘルス対策支援センター」を設置 10月 復職判定のための外部産業医（内科医）を選任～平成21年6月まで

⇒平成26年4月に「産業保健活動総合支援事業」に一元化

21年 ３月 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について（通達） ４月 職員課に健康管理担当を設置

労災判定基準の一部改正 過重労働対策として、長時間勤務職員への産業医等による面接指導を開始

「職場復帰支援の手引き（改訂版）」を作成

10月 働く人のサポートサイト「こころの耳」を開設 ７月 メンタルヘルス対策のための産業医（精神科医）を選任～令和3年3月まで

22年 ８月 総務省「職場復帰及び再発防止のための受け入れ方針（改訂版）」を公表

23年 12月 「心理的負荷による精神障害の認定基準」を公表 11月 新規採用職員への保健師・看護師による健康相談を開始

24年 １月 「職場におけるいじめ問題に関する円卓会議」ＷＧ報告書を公表 ３月 墨田区職員育成基本方針を策定

３月 「職場のパワハラ予防・解決に向けた提言」を公表 ４月 墨田区職員メンタルヘルス対策実施計画（平成24年度～26年度）を策定

25年 ８月 メンター制度の策定

26年 ４月 メンタルヘルス総合対策事業として「産業保健活動総合支援事業」を開始 ４月 モラル・ハラスメントの防止に関する基本方針の策定

11月 過労死等防止対策推進法施行 臨床心理士によるカウンセリングを充実（年50回）～令和4年3月まで

27年 11月 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の改正 ４月 墨田区職員メンタルヘルス対策実施計画（平成27年度～29年度）を策定

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正 改正労働安全衛生法に基づく新たなストレスチェックを導入・実施

12月 改正労働安全衛生法施行

（ストレスチェックの実施、医師面接、必要な措置の実施など）

28年 ４月 自殺対策基本法の一部改正 ４月 職員健康管理規則の一部を改正

「過重労働による健康障害防止のための総合対策」の改正 （ストレスチェックの実施規定の整備等）

29年 ３月 働き方改革実行計画の決定 ５月 働き方改革推進本部の設置

６月 改正労働安全衛生規則の施行 ６月 長時間勤務職員に関する情報の産業医への報告を義務化

（産業医に対する長時間労働者に関する情報の提供等） 長時間勤務職員の一部について、保健師による面接指導の原則実施を開始

30年 ３月 墨田区職員メンタルヘルス対策実施計画（平成30年度～34年度）を策定

９月
「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講

ずべき措置に関する指針」を公表

31年 ４月 長時間勤務職員の一部について、産業医による面接指導の原則実施を開始

令 和

2年 ４月 職員の健康情報取扱方針を策定

3年 ４月 メンタルヘルス対策のための産業医（精神科医）を外部委託化

4年 ４月 長時間勤務職員の一部について、産業医による面接指導（訪問回数）を充実

臨床心理士等によるメンタルヘルスカウンセリングを外部委託化



相談窓口のご案内（令和５年４月時点）

こころの不調に気付いたら・・・一人で抱え込まずに、相談窓口を利用してみてください。
また、周りに不調の方がいる場合、こころの専門家への相談を勧めてみてください。

～相談窓口のご案内～

資料－７

こころとからだの健康相談 予約不要

・日 時 月曜日・水曜日・金曜日
昼休み（昼休み以外も随時対応します。）

・場 所 庁舎１３階 医務室
・相談担当 保健師・看護師

メンタルへルスカウンセリング 要予約

・日 時 毎月第４木曜日（午後）※原則
・場 所 庁舎内
・相談担当 公認心理師（臨床心理士）

健康相談やメンタルヘルスカウンセリングの予約は、随時受付しています。

お気軽にお問合せください。

お問い合わせ 職員課健康福利担当 保健師・看護師 内線３８５２

直通５６０８－６２４７

～外部相談窓口のご案内～

委託機関によるカウンセリング（電話相談・面談）

電話カウンセリング（休日・年末年始を除く。）※１日１回・最長５０分
・日 時 月曜日～金曜日 ９時３０分～２１時３０分

土曜日 １１時３０分～１９時
対面カウンセリング（要事前予約）※年間５回まで
・日 時 事前に予約をした日時
お問い合わせ（共通）（株）フィスメック（℡０１２０－７８３－１９３）

東京都職員共済組合の相談業務（無料） ※組合員対象

こころの相談事業（電話相談・面談（面談は要事前予約））
・日 時 火曜日・木曜日 １３時～１６時
・お問い合わせ 共済組合精神保健係（℡５３２０－７７６５）

３６



特別区職員互助組合の職員相談室（無料） ※組合員対象

精神保健相談（精神科医師）※前日までに要予約
・相談曜日・時間 第２・４水曜日 １３時～１５時

心理相談（臨床心理士）※前日までに要予約
・相談曜日・時間 水曜日 １８時～２０時

木曜日・金曜日・第１土曜日 １０時～１６時
お問い合わせ 職員相談室（℡５２１０－９８７４～９８７６）※精神・心理共通

月曜日～金曜日・第１、第２土曜日 ９時～１７時

働く人の「こころの耳電話相談」

・日 時 月曜日・火曜日 １７時～２２時
土曜日・日曜日 １０時～１６時

・お問い合わせ 厚生労働省（℡０１２０－５６５－４５５）

精神保健福祉相談（こころの健康相談）（無料）

・日 時 月曜日～金曜日 ９時～１７時
・お問い合わせ 東京都立精神保健福祉センター（℡３８４４－２２１２）

東京都自殺相談ダイヤル

・日 時 １２時～翌５時３０分 （ＬＩＮＥ相談：１５時～２２時３０分）
・お問い合わせ こころといのちのほっとライン ℡０５７０－０８７４７８
・ＬＩＮＥ 相談 アカウント名：相談ほっとＬＩＮＥ＠東京

東京いのちの電話（社会福祉法人いのちの電話）

・日 時 ２４時間年中無休
・お問い合わせ ℡３２６４－４３４３

東京自殺防止センター（特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ）

・日 時 月曜日 ２２時～翌２時３０分
火曜日 １７時～翌２時３０分
上記以外 ２０時～翌２時３０分

・お問い合わせ ℡５２８６－９０９０

働く人の悩みホットライン（一般社団法人 日本産業カウンセラー協会）(無料)

・日 時 月曜日～土曜日 １５時～２０時
・お問い合わせ ℡５７７２－２１８３

３７



令和５年４月

墨田区総務部職員課健康福利担当
墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号
内線：３８５１～３８５４
直通：５６０８－６２４７


